
 

 

議  案  第  ８  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成３１年２月１９日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

第４条第３項第３号中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改める。  

別表第１の３の項事務の欄中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同表６の

項の事務の欄中「に同法第８７条の２第１項」を「に同法第８７条の４」に、「及び同

法第８７条の２」を「及び同法第８７条の４」に改める。  

別表第２の１の項事務の欄中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同表９の

項を次のように改める。  

    ９  法第４８条

第１項から

第１４項ま

でのただし
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８７条第２

項若しくは
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第８８条第

２項におい

用途地域

等におけ

る建築等

許可申請

手数料  

１９９，０００円（法第４８条第１６項第１号の規定

に該当する場合にあっては１３２，０００円、同項第

２号の規定に該当する場合にあっては１６９，０００

円） 



 

 

て準用する

場 合 を 含

む。）の規

定に基づく

建築等の許

可の申請に

対する審査 

    
別表第２の１２の項事務の欄中「第５３条第５項第３号」を「第５３条第６項第３

号」に改め、同表４０の項事務の欄中「第８６条の８第１項」を「第８６条の８第１項

又は第８７条の２第１項」に改め、同表４１の項事務の欄中「第８６条の８第３項」を

「第８６条の８第３項（同法第８７条の２第２項において準用する場合を含む。）」に

改め、同表５５の項を同表５６の項とし、同表５４の項金額（１件につき）の欄第１号

中「５３の項」を「５４の項」に改め、同欄第２号中「第８７条の２」を「第８７条の

４」に改め、同号ア中「５３の項」を「５４の項」に改め、同項を同表５５の項とし、

同表５３の項金額（１件につき）の欄中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、

同項を同表５４の項とし、同表５２の項金額（１件につき）の欄中「５０の項」を「５１

の項」に改め、同項を同表５３の項とし、同表５１の項金額（１件につき）の欄中「５０

の項」を「５１の項」に改め、同項を同表５２の項とし、同表５０の項を同表５１の項

とし、同表４９の項金額（１件につき）の欄第１号中「４８の項」を「４９の項」に改

め、同欄第２号中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同号ア中「４８の項」

を「４９の項」に改め、同項を同表５０の項とし、同表４８の項金額（１件につき）の

欄中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同項を同表４９の項とし、同表中４７

の項を４８の項とし、４６の項を４７の項とし、同表４５の項金額（１件につき）の欄

第１号中「４４の項」を「４５の項」に改め、同欄第２号中「第８７条の２」を「第８７

条の４」に改め、同号ア中「４４の項」を「４５の項」に改め、同項を同表４６の項と

し、同表４４の項金額（１件につき）の欄中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改

め、同項を同表４５の項とし、同表中４３の項を４４の項とし、４２の項を４３の項と

し、同項の前に次の１項を加える。  

    ４２  法第８７条
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の規定に基

一時的用

途変更許

可申請手

数料  

（１）用途を変更して興行場等とする場合 １３５，０００

円 

（２）用途を変更して特別興行場等とする場合 １８１，０００
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の一時的な

用途の変更

の許可の申
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附  則  

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の

日から施行する。  

 

提案理由  

建築物の一時的な用途の変更の許可等に係る手数料を徴収するため、及び建築基準法

の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じたこと等による所要の条文整備を行うた

め、本案を提出する。  




